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議案第４０号  

羽生市事務手数料徴収条例の一部を改正する条例  

羽生市事務手数料徴収条例（平成１３年条例第３４号）の一部を次

のように改正する。  

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては

「改正前部分」と、改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）

については、次のとおりとする。  

（１）  改正前部分及びそれに対応する改正後部分が存在するとき

は、当該改正前部分を当該改正後部分に改める。  

（２）  改正前部分のみ存在するときは、当該改正前部分を削る。  

（３）  改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。  

改  正  後  改  正  前  

 （減免）  （減免）  

第５条  （略）  第５条  （略）  

２・３  （略）  ２・３  （略）  

４  建築基準法（昭和２５年法律第

２ ０ １ 号 。 以 下 こ の 項 に お い て

「 法」と いう。 ）の 規定に 基づく

確 認申請 （法第 １８ 条第 ２ 項の規

定 に基づ く通知 を含 む。） 及び完

了 検査（ 同条第 １７ 項 の規 定に基

づ く検査 を含む 。） に係る 手数料

で 、別表 第５に 掲げ る建築 物に係

る ものに あって は、 同表に 掲げる

額を減額し、又は免除する。  

４  建築基準法（昭和２５年法律第

２ ０ １ 号 。 以 下 こ の 項 に お い て

「 法」と いう。 ）の 規定に 基づく

確 認申請 （法第 １８ 条第２ 項の規

定 に基づ く通知 を含 む。） 及び完

了 検査（ 同条第 １５ 項 の規 定に基

づ く検査 を含む 。） に係る 手数料

で 、別表 第５に 掲げ る建築 物に係

る ものに あって は、 同表に 掲げる

額を減額し、又は免除する。  

５・６  （略）  ５・６  （略）  

別表第３（第２条関係）  別表第３（第２条関係）  

開発許可関係の手数料  開発許可関係の手数料  

  手数料の種類  手数料

の金額  

１  （１）  都市計画

法 （ 昭 和 ４ ３ 年

法 律 第 １ ０ ０

号 ） 第 ２ ９ 条 第

１ 項 の 規 定 に 基

づ く 開 発 行 為 の

（略）  （略）  

  手数料の種類  手数料

の金額  

１  都市計画法第２９

条第１項の規定に

基づく開発行為の

許可の申請に対す

る審査（主として

自己の居住の用に

（略）  （略）  
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許 可 の 申 請 に 対

す る 審 査 （ 主 と

し て 自 己 の 居 住

の 用 に 供 す る 住

宅 の 建 築 の 用 に

供 す る 目 的 で 行

う 開 発 行 為 の 場

合）  

（２）  都市計画

法 第 ２ ９ 条 第 １

項 の 規 定 に 基 づ

く 開 発 行 為 の 許

可 の 申 請 に 対 す

る 審 査 （ 主 と し

て 住 宅 以 外 の 建

築 物 で 自 己 の 業

務 の 用 に 供 す る

も の の 建 築 又 は

自 己 の 業 務 の 用

に 供 す る 特 定 工

作 物 の 建 設 の 用

に 供 す る 目 的 で

行 う 開 発 行 為 の

場合）  

（略）  

 

（略）  

 

（３）  （１）及

び （ ２ ） 以 外 の

場合  

（略）  

 

（略）  

 

２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画法第３５

条の２の規定に基

づく開発行為の変

更許可の申請に対

する審査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ア)  

開発行

為に関

する設

計の変

更 ((イ)

のみに

該当す

る場合

を 除

く。 ) 

 

 

 

 

 

開発区

域の面

積 ((イ)

に規定

する変

更を伴

う場合

にあっ

ては変

更前の

開発区

域の面

積、開

発区域

の縮小

を伴う

供する住宅の建築

の用に供する目的

で行う開発行為の

場合）  

 

 

 

 

（主として住宅以

外の建築物で自己

の業務の用に供す

るものの建築又は

自己の業務の用に

供する特定工作物

の建設の用に供す

る目的で行う開発

行為の場合）  

 

 

 

 

 

 

 

（略）  

 

（略）  

 

（その他の場合）  

 

 

（略）  

 

（略）  

 

２  

 

 

 

 

 

 

 

 

都市計画法第３５

条の２の規定に基

づく開発行為の変

更許可の申請に対

する審査  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

変更許可申請

１件につき、

次に掲げる額

を 合 算 し た

額。ただし、

そ の 額 が

９３０，０００

円を超えると

きは、その手

数 料 の 額 は

９３０，０００

円とする。  

(ア)  

開発行

為に関

する設

開発区

域の面

積 ((イ)

に規定
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 場合に

あって

は縮小

後の開

発区域

の 面

積 ) に

応じ都

市計画

法第２９

条第１

項の規

定に基

づく開

発行為

の許可

の申請

に対す

る審査

の手数

料の金

額に１０

分の１

を乗じ

て得た

額  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（イ）・

（ウ）  

（略）  

３～ 

７  

（略）  （略）  

 

（略）  

８  都市計画法施行規則第６０（略）  

計の変

更((イ)

のみに

該当す

る場合

を 除

く。 ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

する変

更を伴

う場合

にあっ

ては変

更前の

開発区

域の面

積、開

発区域

の縮小

を伴う

場合に

あって

は縮小

後の開

発区域

の 面

積 ) に

応じ都

市計画

法第２９

条第１

項の規

定に基

づく開

発行為

の許可

の申請

に対す

る審査

の手数

料の金

額に１０

分の１

を乗じ

て得た

額  

（イ）・

（ウ）  

（略）  

３～

７  

（略）  （略）  

 

（略）  

８  都市計画法施行規則（昭（略）  
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条の規定に基づく都市計

画法第２９条第１項、第

３５条の２第１項、第４１

条第２項、第４２条第１

項又は第４３条第１項の

規定に適合していること

を証する書面の申請  

 

 
 

和４４年建設省令第４９

号）第６０条の規定に基

づく都市計画法第２９条

第１項、第３５条の２第

１項、第４１条第２項、

第４２条第１項又は第４３

条第１項の規定に適合し

ていることを証する書面

の申請  
 

 備考  都市計画法第３５条の２の

規定に基づく開発行為の変更許

可の申請があった場合には、２

の 項 に 規 定 す る 手 数 料 の 金 額

は、当該申請１件につき、同項

に規定するそれぞれの手数料の

金額を合算した額とする。ただ

し、その額が９３０，０００円

を超えるときは、その手数料の

額は、９３０，０００円とする。  

 

別表第４（第２条関係）  別表第４（第２条関係）  

その他の手数料  その他の手数料  

  手数料の種類  手数

料の

金額  

１～  

１６  

（略）  （略）  

 

（略）  

１７  都 市

の 低

炭 素

化 の

促 進

に 関

す る

法 律

（ 平

成２４

年 法

律 第

８ ４

号 ）

第５３

条 第

（１）  

低炭素

建築物

新築等

計画が

都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律第５４

条第１

項各号

に掲げ

る基準

に適合

一 戸 建 て の

住 宅 ・ 住 宅

用 途 を 含 む

建 築 物 の 住

戸部分  

（略）  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物

の 住

戸 部

分 以

外 及

び 非

住 宅

床 面 積

の 合 計

（ 市 長

が 別 に

定 め る

建 築 物

に つ い

て は 、

共 同 住

宅 の 共

用 部 分

（略）  

  手数料の種類  手数

料の

金額  

１～  

１６  

（略）  （略）  

 

（略）  

１７  都 市

の 低

炭 素

化 の

促 進

に 関

す る

法 律

（ 平

成２４

年 法

律 第

８ ４

号 ）

第５３

条 第

（１）  

低炭素

建築物

新築等

計画が

都市の

低炭素

化の促

進に関

する法

律第５４

条第１

項各号

に掲げ

る基準

に適合

一 戸 建 て の

住 宅 ・ 住 宅

用 途 を 含 む

建 築 物 の 住

戸部分  

（略）  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物

の 住

戸 部

分 以

外 及

び 非

住 宅

床 面 積

の 合 計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

以 内 の

もの  

 

 

 

 

（略）  
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１ 項

の 規

定 に

基 づ

く 低

炭 素

建 築

物 新

築 等

計 画

の 認

定 の

申 請

に 対

す る

審査   

してい

ること

を示す

書類又

はこれ

に類す

る書類

として

市長が

別に定

めるも

のが提

出され

た場合  

建 築

物  

の 床 面

積 を 除

く 。 以

下 １ ７

の 項

（ １ ）

に お い

て 同

じ 。 ）

が３００

平 方 メ

ー ト ル

以 内 の

もの  

床 面 積

の 合 計

が ３００

平 方 メ

ー ト ル

を 超 え

るもの  

（略）  

（２）  

（１）

以外の

場合  

一 戸 建 て の

住 宅 ・ 住 宅

用 途 を 含 む

建 築 物 の 住

戸部分  

（略）  

共 同

住 宅

（ 市

長 が

別 に

定 め

る も

のを除

く。）

の 共

用 部

分  

（略）  （略）  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物  

（略）  （略）  

１ 項

の 規

定 に

基 づ

く 低

炭 素

建 築

物 新

築 等

計 画

の 認

定 の

申 請

に 対

す る

審査  

 申

請 区

分 に

応 じ

次 の

（１）

及 び

（２）

に 定

め る

額 を

そ れ

ぞ れ

合 算

し て

得 た

額  

してい

ること

を示す

書類又

はこれ

に類す

る書類

として

市長が

別に定

めるも

のが提

出され

た場合  

建 築

物  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床 面 積

の 合 計

が ３００

平 方 メ

ー ト ル

を 超 え

るもの  

（略）  

（２）  

（１）

以外の

場合  

一 戸 建 て の

住 宅 ・ 住 宅

用 途 を 含 む

建 築 物 の 住

戸部分  

（略）  

共 同

住 宅

の 共

用 部

分  

 

 

 

 

 

 

 

（略）  （略）  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物  

（略）  （略）  
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の 住

宅 用

途 以

外 の

部 分

及 び

非 住

宅 建

築 物

（ 市

長 が

別 に

定 め

る 場

合に限

る。）

・ 住

宅 用

途 を

含 む

建 築

物 の

住 宅

用 途

以 外

の 部

分 及

び 非

住 宅

建築物

（ 市

長 が

別 に

定 め

る 場

合を除

く。） 

  

１８  （略）  （略）  

１９  建 築

物 の

エ ネ

ル ギ

ー 消

（１）  

建築物

のエネ

ルギー

消費性

一 戸 建 て の

住宅  

（略）  

住 宅

用 途

を 含

床 面 積

（ 市 長

が 別 に

（略）  

の 住

宅 用

途 以

外 の

部 分

及 び

非 住

宅 建

築 物

（ 市

長 が

別 に

定 め

る 場

合に限

る。）

・ 住

宅 用

途 を

含 む

建 築

物 の

住 宅

用 途

以 外

の 部

分 及

び 非

住 宅

建築物

（ 市

長 が

別 に

定 め

る 場

合を除

く。） 

  

１８  （略）  （略）  

１９  建 築

物 の

エ ネ

ル ギ

ー 消

（１）  

建築物

のエネ

ルギー

消費性

一 戸 建 て の

住宅  

（略）  

住 宅

用 途

を 含

床 面 積

の 合 計

が ３００

（略）  
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費 性

能 の

向 上

に 関

す る

法 律

（ 平

成２７

年 法

律 第

５ ３

号 ）

第２９

条 第

１ 項

の 規

定 に

基 づ

く 建

築 物

エ ネ

ル ギ

ー 消

費 性

能 向

上 計

画 の

認 定

の 申

請 に

対 す

る 審

査  

能の向

上に関

する法

律第３０

条第１

項各号

に掲げ

る基準

に適合

してい

ること

を示す

書類又

はこれ

に類す

る書類

として

市長が

別に定

めるも

のが提

出され

た場合  

 

 

む 建

築 物

の 住

宅 部

分  

定 め る

建 築 物

に つ い

て は 、

共 用 部

分 の 床

面 積 を

除 く 床

面 積

（ 以 下

「 共 用

部 分 を

除く床面

積」とい

う。））

の 合 計

が ３００

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

もの  

共 用 部

分 を 除

く 床 面

積の合計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

もの  

（略）  

非 住

宅 用

途 を

含 む

建 築

物 の

非 住

宅 部

分  

（略）  （略）  

（ ２ ）  

（１）

以外の

場  合

一 戸

建 て

の 住

宅  

（略）  （略）  

費 性

能 の

向 上

に 関

す る

法 律

（ 平

成２７

年 法

律 第

５ ３

号 ）

第２９

条 第

１ 項

の 規

定 に

基 づ

く 建

築 物

エ ネ

ル ギ

ー 消

費 性

能 向

上 計

画 の

認 定

の 申

請 に

対 す

る 審

査  

申 請

区 分

に 応

じ次の

（１）

か ら

（４）

に 定

め る

額 を

能の向

上に関

する法

律第３０

条第１

項各号

に掲げ

る基準

に適合

してい

ること

を示す

書類又

はこれ

に類す

る書類

として

市長が

別に定

めるも

のが提

出され

た場合  

 

 

む 建

築 物

の 住

宅 部

分  

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

もの  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

床 面 積

の 合 計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

もの  

 

 

（略）  

非 住

宅 用

途 を

含 む

建 築

物 の

非 住

宅 部

分  

（略）  （略）  

（ ２ ）  

（１）

以外の

場  合

一 戸

建 て

の 住

宅  

（略）  （略）  
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で、建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能基

準等を

定める省 

令（平

成２８

年経済

産 業

省・国

土交通

省令第  

１号）

第１０

条第２

号イ及

びロに

定める

基準に

適合す

るもの  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物

の 住

宅 部

分  

共 用 部

分 を 除

く 床 面

積の合計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

もの  

（略）  

 共 用 部

分 を 除

く 床 面

積の合計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

もの  

（略）  

（３）・

（４）  

（略）  （略）  

 

（略）  

２０  建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第３１条第１項の規定に

基づく建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更

認定申請  

当 該

変 更

認 定

申 請

の 部

分 を

１ ９

の 項

に よ

り 算

定 し

た 額

に ２

分 の

１ を

乗 じ

て 得

た額。

 

そ れ

ぞ れ

合 算

し て

得 た

額  

で、建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能基

準等を

定める省 

令（平

成２８

年経済

産 業

省・国

土交通

省令第  

１号）

第１０

条第２

号イ及

びロに

定める

基準に

適合す

るもの  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物

の 住

宅 部

分  

床 面 積

の 合 計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

もの  

 

 

（略）  

 床 面 積

の 合 計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

もの  

 

（略）  

（３）・

（４）  

（略）  （略）  

 

（略）  

２０  建築物のエネルギー消費

性能の向上に関する法律

第３１条第１項の規定に

基づく建築物エネルギー

消費性能向上計画の変更

認定申請  

当 該

変 更

認 定

申 請

の 部

分 を

１ ９

の 項

に よ

り 算

定 し

た 額

に ２

分 の

１ を

乗 じ

て 得

た額  
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た だ

し 、

新 た

に 追

加 さ

れ る

建 築

物 に

つ い

ては、

１ ９

の 項

に よ

り 算

定 し

た 額

と す

る。  

２１  

 

 

 

 

 

 

 

 

建 築

物 の

エ ネ

ル ギ

ー 消

費 性

能 の

向 上

に 関

す る

法 律

第３６

条 第

１ 項

の 規

定 に

基 づ

く 建

築 物

エ ネ

ル ギ

ー 消

費 性

能 に

係 る

（１）  

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第２

条第３

号に掲

げる基

準に適

合して

いるこ

とを示

す書類

又はこ

れに類

する書

類とし

て市長

が別に

定める

ものが

一 戸 建 て の

住宅  

（略）  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物

の 住

宅 部

分  

共 用 部

分 を 除

く 床 面

積の合計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

もの  

（略）  

 共 用 部

分 を 除

く 床 面

積の合計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

もの  

（略）  

非住

宅用

途を

含む

建築

（略）  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２１  

 

 

 

 

 

 

 

 

建 築

物 の

エ ネ

ル ギ

ー 消

費 性

能 の

向 上

に 関

す る

法 律

第３６

条 第

１ 項

の 規

定 に

基 づ

く 建

築 物

エ ネ

ル ギ

ー 消

費 性

能 に

係 る

（１）  

建築物

のエネ

ルギー

消費性

能の向

上に関

する法

律第２

条第３

号に掲

げる基

準に適

合して

いるこ

とを示

す書類

又はこ

れに類

する書

類とし

て市長

が別に

定める

ものが

一 戸 建 て の

住宅  

（略）  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物

の 住

宅 部

分  

床 面 積

の 合 計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

もの  

 

 

（略）  

 床 面 積

の 合 計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

もの  

 

 

（略）  

非住

宅用

途を

含む

建築

（略）  （略）  
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認 定

の 申

請 に

対 す

る 審

査  

提出さ

れた場

合  

物の

非住

宅部

分  

 

（２）  

（１）

以外の

場  合

で、建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能基

準等を

定める

省令第

１条第

１項第

２号イ

（１）

及びロ

（１）

に定め

る基準

に適合

するも

の  

一 戸

建 て

の 住

宅  

（略）  

 

（略）  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物

の 住

宅 部

分  

 

共 用 部

分 を 除

く 床 面

積の合計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

もの  

（略）  

共 用 部

分 を 除

く 床 面

積の合計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

もの  

（略）  

（３）  

（１）

以外の

場  合

で、建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能基

準等を

定める

省令第

１条第

１項第

２号イ

一 戸

建 て

の 住

宅  

（略）  

 

（略）  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物

の 住

宅 部

分  

床 面 積

の 合 計

（ 市 長

が 別 に

定 め る

建 築 物

に つ い

て は 、

共 用 部

分 の 床

面 積 を

（略）  

認 定

の 申

請 に

対 す

る 審

査  

申 請

区 分

に 応

じ次の

（１）

か ら

（５）

に 定

め る

額 を

そ れ

ぞ れ

合 算

し て

得 た

額  

提出さ

れた場

合  

物の

非住

宅部

分  

 

（２）  

（１）

以外の

場  合

で、建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能基

準等を

定める

省令第

１条第

１項第

２号イ

（１）

及びロ

（１）

に定め

る基準

に適合

するも

の  

一 戸

建 て

の 住

宅  

（略）  

 

（略）  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物

の 住

宅 部

分  

 

床 面 積

の 合 計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

もの  

 

 

（略）  

床 面 積

の 合 計

が３００

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

もの  

（略）  

（３）  

（１）

以外の

場  合

で、建

築物エ

ネルギ

ー消費

性能基

準等を

定める

省令第

１条第

１項第

２号イ

一 戸

建 て

の 住

宅  

（略）  

 

（略）  

住 宅

用 途

を 含

む 建

築 物

の 住

宅 部

分  

 

 

 

床 面 積

の 合 計

が ３００

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

もの  

（略）  
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（２）

及びロ

（２）

又は同

号 イ

（３）

及びロ

（３）

に定め

る基準

に適合

するも

の  

除 く 。

以下２１

の 項

（ ３ ）

に お い

て 同

じ 。 ）

が ３００

平 方 メ

ー ト ル

未 満 の

もの  

 床 面 積

の 合 計

が ３００

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

もの  

（略）  

（４）・

（５）  

（略）  （略）  

 

（略）  

２２・

２３  

（略）  （略）  

 

（略）  

 

（２）

及びロ

（２）

に定め

る基準

に適合

するも

の  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 床 面 積

の 合 計

が ３００

平 方 メ

ー ト ル

以 上 の

もの  

（略）  

（４）・

（５）  

（略）  （略）  

 

（略）  

２２・

２３  

（略）  （略）  

 

（略）  

 

備考  

１～５  （略）  

６  １７の項に規定する申請が

行 われ た場合 には、 当該 申請

１ 件に つき、 当該申 請の 区分

に 応じ 、同項 に掲げ る条 件に

該 当す る手数 料の金 額を それ

ぞ れ合 算して 得た額 を審 査手

数料とする。  

７  （略）  

８  １９の項に規定する申請が

行 われ た場合 には、 当該 申請

１ 件に つき、 当該申 請の 区分

に 応じ 、一の 建築物 ごと に同

項 に掲 げる条 件に該 当す る手

数 料の 金額を それぞ れ合 算し

て 得 た 額 を 審 査 手 数 料 と す

る。  

９  （略）  

１０  ２１の項に規定する申請

備考  

１～５  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

６  （略）  

 

 

 

 

 

 

 

 

７  （略）  
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が 行わ れた場 合には 、当 該申

請 １件 につき 、当該 申請 の区

分 に応 じ、同 項に掲 げる 条件

に 該当 する手 数料の 金額 をそ

れ ぞれ 合算し て得た 額を 審査

手数料とする。  

 

別表第５（第５条関係）  別表第５（第５条関係）  

建築基準法関係手数料の減免  建築基準法関係手数料の減免  

  適用建築物  減額又は

免除額  

１～  

４  

（略）  （略）  

５  都 市 計 画 法 に 基 づ く

都 市 計 画 事 業 、 土 地

区画整理法（昭和２９

年 法 律 第 １ １ ９ 号 ）

に 基 づ く 土 地 区 画 整

理 事 業 又 は 国 若 し く

は 河 川 工 事 の た め 新

築 し 、 増 築 し 、 改 築

し 、 又 は 移 転 し な け

ればならない建築物  

 

 

 

（略）  

６  （略）   
 

  適用建築物  減額又は

免除額  

１～  

４  

（略）  （略）  

５  都市計画法（昭和４３

年 法 律 第 １ ０ ０ 号 ）

に 基 づ く 都 市 計 画 事

業 、 土 地 区 画 整 理 法

（ 昭 和 ２ ９ 年 法 律 第

１ １ ９ 号 ） に 基 づ く

土 地 区 画 整 理 事 業 又

は 国 若 し く は 地 方 公

共 団 体 の 行 う 道 路 若

し く は 河 川 工 事 の た

め 、 新 築 し 、 増 築

し 、 改 築 し 、 又 は 移

転 し な け れ ば な ら な

い建築物  

（略）  

６  （略）   
 

  

   附  則  

 この条例は、公布の日から施行する。  

  令和２年６月３日提出  

             埼玉県羽生市長  河  田  晃  明    


